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こ
ん
な
と
き
は

国
保
の
保
険
証
は

使
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
!!

①
社
会
保
険
の
本
人
ま
た
は
被
扶

養
者
に
な
っ
た
と
き

※
社
会
保
険
の
保
険
証
が
手
元
に

届
い
て
い
な
い
場
合
は
、
会
社
の

担
当
者
か
ら
資
格
証
明
書
等
を
発

行
し
て
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。

②
伊
奈
町
か
ら
他
の
市
町
村
に
転

出
し
た
と
き

※
転
入
先
市
町
村
で
、
転
入
届
を

し
た
後
に
、
国
保
加
入
の
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。
ほ
と
ん
ど
の

市
町
村
で
は
手
続
き
後
即
時
発
行

し
て
い
ま
す
。

③
交
通
事
故
ま
た
は
他
人
に
よ
る

ケ
ガ
の
と
き

※
ケ
ガ
の
原
因
が
交
通
事
故
や
他

人
に
よ
る
場
合
（
第
三
者
行
為
と

い
い
ま
す
）
そ
の
原
因
者
に
治
療

費
の
支
払
い
義
務
が
あ
り
ま
す
。

ど
う
し
て
も
健
康
保
険
証
を
使
う

場
合
は
、
事
前
ま
た
は
な
る
べ
く

早
く
保
険
年
金
課
に
届
け
出
を
し

て
く
だ
さ
い
。

④
仕
事
中
の
ケ
ガ
の
と
き

※
仕
事
中
の
ケ
ガ
の
場
合
は
労
災

が
適
用
さ
れ
ま
す
。
会
社
の
労
災

担
当
者
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

上
記
の
よ
う
な
場
合
に
、
国
民

健
康
保
険
証
を
使
っ
て
し
ま
っ
た

場
合
は
、
国
保
で
医
療
機
関
に
支

払
っ
た
本
人
負
担
分
の
３
割
以
外

の
７
割
分
の
返
還
を
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

国
保
の
保
険
証
を
使
う
資
格
が
無

い
の
に
使
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に

適
用
さ
れ
る
も
の
で
す
。

国
民
保
険
係

２
１
６
２

内�

問�

国保・年金クイズコー
ナーとコンピュータヘル
スチェック（食生活と運
動のアドバイス）にお寄
りください。

11月９日（総合センター内）

クイズ正解者には粗品
を用意してお待ちしてい
ます。
コンピュータヘルスチ

ェックはアンケート方式
の質問表に記入後、約10

分程度でアドバイスを記
入した結果表をお渡しし
ます。
国民保険係 ２１６２内�問�

平均寿命がのびるとともに、
老後を過ごす時間も長くなって
います。老後の生活を安心して
過ごすためには、確実な収入源
である国民年金や厚生年金など
公的年金は、なくてはならない
ものです。
普段、年金などについて考え

る機会はなかなかないと思いま
すが、この機会にご家族のみな
さんで年金や将来について話し
合ってみてはいかがでしょうか？
年金係 ２１６４内�問�

国民健康保険の
届出を忘れずに！

いままで勤めていた会社を退職したり、新
しく会社に就職をした場合は、現在加入して
いる健康保険も変更する必要があります。
下表に該当するような方は忘れずに届け出

をしてください。
特に、国保に加入する方は、しばらく期間

をおいて届け出をした場合でも、加入日と保
険税は他の健康保険を喪失した日までさかの
ぼりますのでご注意ください。
●同じ世帯の誰かに、次のようなことがあて
はまるときは、その都度必ず14日以内に届け出
をしてください。
国民保険係 ２１６２内�問�

・他の市区町村から転
入してきたとき

印鑑、他の市区町村の
転出証明書

・会社の健康保険をや
めたとき

印鑑、会社の健康保険
をやめた証明書

・会社の健康保険の被扶
養者からはずれたとき

印鑑、被扶養者からは
ずれた証明書

・子どもが生まれたと
き

印鑑、保険証、母子健
康手帳

・生活保護を受けなく
なったとき

印鑑、保護廃止決定通
知書

・他の市区町村に転出
するとき

印鑑、保険証

・会社の健康保険に入
ったとき

印鑑、国保と会社の健康
保険の両方の保険証（保
険証未交付のときは加入し
たことを証明するもの）

・会社の健康保険の被
扶養者になったとき
・国保の被保険者が死
亡したとき

印鑑、保険証

・生活保護を受けるよ
うになったとき

印鑑、保険証、保護開
始決定通知書

・退職者医療制度の対
象になったとき

印鑑、保険証、年金証
書

・町内で住所が変わっ
たとき

印鑑、保険証
・世帯主や氏名が変わ
ったとき
・世帯を分けたり、一
緒にしたとき
・保険証をなくしたと
きや汚して使えなくな
ったとき

印鑑、本人を証明でき
るもの
（運転免許証、納税通知
書等）

●国保に入るとき

●国保をやめるとき

●その他

注
　
意

総合文化祭に
来たら
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上尾伊奈防火安全協会では、

児童の火災予防に対する関心

を高めるため、夏休み期間中

に、伊奈町、上尾市の小学

５・６年生を対象に防火ポス

ターの募集を行いました。

総出品数２４３点の内、伊

奈町から優秀作品11点の入賞

がありました。

これらの作品は、11月７日

�～17日�まで、ショーサン

プラザ（上尾市）５階広場に

展示していますのでご観覧く

ださい。

消防本部�７７２－８１１１問�

防火ポスターで�
　　　火の用心�

秋季火災予防運動（11月９日～15日）

その油断 火から炎へ 災いへ�その油断 火から炎へ 災いへ�
（全国統一標語）�

●
防
火
の
一
口
メ
モ

天
ぷ
ら
油
に
よ
る
火
災
は
、
家
庭

の
中
で
起
こ
り
や
す
い
火
災
で
、
天

ぷ
ら
を
揚
げ
て
い
る
と
き
に
、
コ
ン

ロ
の
そ
ば
を
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

起
こ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。

天
ぷ
ら
油
は
温
度
が
３
６
０
℃
前

後
に
な
る
と
、
油
自
体
が
発
火
し
て

燃
え
上
が
り
ま
す
。

発
火
す
る
時
間
は
、
一
般
家
庭
で

使
用
す
る
天
ぷ
ら
油
の
量
0.5
リ
ッ
ト

ル
〜
１
リ
ッ
ト
ル
で
お
お
よ
そ
20
分

〜
30
分
で
す
。

電
話
や
来
客
で
コ
ン
ロ
の
そ
ば
を

離
れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
し
ま

し
ょ
う
。

図書館通信�お越
しく
ださ
い�

みん
なの
図書
館�

�723-0017

★おはなし会は14時（小さい子の時間）と14時30分（大
　きい子の時間）の２回です。

★赤ちゃん向けおはなし会�

11月…15日・12月…12日�

11月21日……11時から�

移動図書館「ブックシャトル」11･12月

今月のおすすめ�今月のおすすめ�

 お台場、六本木ヒルズなど、誰
もが知っている東京のレジャー
スポットはたくさんあります。�
　この本は、情報誌などで紹介
されるようなお洒落な宿ではな
く、タイトルどおり『ディープ
な宿』を作者自身が歩きまわり
探した、近場旅の本です。�
  みなさんにとって、身近な東
京。この本を読むと、そんな東
京がまた違った角度から見るこ
とができて、さらに身近に感じ
られると思います。�

新着図書案内�
11月5日･19日･12月3日･17日　（第1･3水曜）

伊奈中央会館　　　　 14：00～14：30

小針小学校　　　　 14：50～16：00

11月6日･20日･12月4日･18日 （第1･3木曜）

中島児童公園　　　　 11：00～11：45

あやめ会館　　　　 13：40～14：20

小室小学校　　　　 14：40～15：40

11月12日･26日･12月10日･24日（第2･4水曜）

小針内宿区民センター 14：50～15：20

小針中学校　　　　 15：40～16：30

11月13日･27日･12月11日･25日（第2･4木曜）

原児童公園　　　　 10：40～11：20

宮前児童公園　　　　 11：40～12：20

丸山公民館　　　　 13：50～14：20

南 小 学 校　　　　 14：40～15：40

「Ｐの迷宮」　　　深谷　忠記�

「エトロフの恋」　島田　雅彦�

「つまらない男に恋をして」�

　　　　　　　　藤堂　志津子�

　「金のはさみのカニ」�

　　　　　　　　　　エルジェ�

　「ザスーラ」�

　　クリス・バン・オールスバーグ�

　　　　　　　　は児童書です�

　　　　　　　　　11月　１日～４日･10日･17日･23日･24日･30日 

12月　１日･８日･15日･22日･23日･28日～31日 

休�休�館�館�情�情�報�報�

※11月４日�までコンピュータシステム切替えおよび蔵書整理のため休 
館。５日�からは通常どおりご利用いただけます。 

図書館通信�

泉麻人�
「東京ディープな宿」  「東京ディープな宿」  

火
災
が
発
生
し
や
す
い
気
候
と
な
る
時
季

を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
火
災
予
防
思
想
の
一

層
の
普
及
を
図
り
、
も
っ
て
、
火
災
の
発
生

を
防
止
し
、
死
傷
事
故
や
財
産
の
損
失
を
防

ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
し
ま
す
。


